
令和７年４月１日改訂

聖母の騎士高等学校 運動部活動方針

１ 活動方針の趣旨

本校の学園訓の「人間の尊厳を保ち、精神的・肉体的諸能力を高め、善を求め、平和を愛し、秩序ある生
活を通して心身を鍛練し、若き生命の喜びに輝く者として成長することを希求する」ことを踏まえ、次の４点を

活動の方針とする。

①部活動では「生徒のバランスのとれた生活と成長の確保」「スポーツ障害の予防」のほか、スポーツ医・科

学的な必要性や生徒の発育・発達の過程で最高のパフォーマンスの発揮ややる気・意欲の向上のために

も、競技や種目の特性を踏まえつつ、運動部活動において適切な休養日及び活動時間を設定する。
②生徒がスポーツを楽しむことで運動習慣の確立を図り、生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かな

スポーツライフを実現するための資質や能力の育成を図るとともに、バランスのとれた心身の成長と学校

生活を送ることができるようにする。
③生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育活動の一環として教育課程との関連を図り、合理

的かつ効率的・効果的に取り組む。

④学校全体として運動部活動の指導・運営に関わる体制を構築する。
参考：『長崎県運動部活動の在り方に関するガイドライン』

２ 活動時間及び休養日

①平日 ２時間以内（１６：３０～１８：００ １８：３０完全下校）
②土曜日・休日 ３時間以内（１３：００～１６：００ １６：３０完全下校） ※練習計画を提出する

③休養日 週に１日以上は必ず休養日にする

休日に試合や練習試合（３時間以上）があった場合は、翌日を休養日にする。
④長期休業中 完全休養日以外は、上記活動時間と同様とする。

※練習時間は、１週間に１６時間未満を目安とする。

本校の活動時間については、「ジュニア期に行き過ぎたスポーツ活動を行うことは、スポーツ外傷・障害
やバーンアウトのリスクが高まり、体力・運動能力の向上につながらない」というスポーツ医・科学研究機

関の提言を踏まえたものである。

※熱中症等の事故に対する適切な対応を徹底する。（指導者のみならず生徒自身も予防及び応急処置等
の講習を受け、危機管理に備える。

※合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進を目指す。具体的には、生徒の心身の健康管理、事故防

止、体罰等の根絶を図る。
参考：長崎県『運動部活動指導の手引き』

３ 運動部活動に対する本校の現状

①部活動生徒や保護者の現状

・１学年４０名定員の小規模校であるため、職員も少なく、運動部活動は「総合スポーツ同好会」のみとなっ
ている。

・保護者との関わりはない。

②施設等の使用状況

・体育館の許容の広さはバレーコート２面である。部活動中はバレーコート１面が空いている状況である。

・１階のピロティ（武道場）はいつも空いている状況である。
・本河内教会関係者が夜間にソフトバレーボールなどの練習を行うことがある。

③活動内容等
・練習場所は、校内体育館及びグラウンドを原則とする。

・朝練、外部合宿は原則行わない。

・「時間的余裕」「精神的余裕」「考える余裕」を持たせる指導を行う。
・「主体的・自発的に取り組むことを要求する厳しさ」を理解し、生徒間のコミュニケーション能力を育てる。

・礼儀や各競技での「マナー」を育てる。


